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 市が保有する情報の中には、個人のプライバシーに関するものも多くあります。 

 このような情報を適正に保護、管理するため、本市では、平成12年４月から令和

５年３月まで枕崎市個人情報保護条例（以下「条例」という。）に基づき、令和５

年４月からは個人情報の保護に関する法律に基づき、個人情報保護制度を実施して

います。 

  

１ 条例に基づく個人情報保護制度の内容 

 個人情報保護制度とは、市が保有している個人の情報を適正に管理する手続を定

めるとともに、本人に限って情報の公開及び訂正を求める権利を保障し、また、市

が保有している個人情報の管理等が適切でないと思われる場合に利用停止の請求を

する権利を明らかにした制度です。 

 また、本市の情報公開制度で不開示としている個人に関する情報を、この制度を

利用することで開示できるなど情報公開制度を補完する制度でもあります。 

 

２ 条例に基づく個人情報保護制度の概要 

 ⑴ 実施機関 

   議会、市長（水道事業及び公共下水道事業の管理者の職務を行う市長を含

む。）、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、

固定資産評価審査委員会及び病院事業管理者 

 ⑵ 対象となる行政文書 

   実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録

（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することのできない

方式で作られた記録をいう。）で、実施機関の職員が組織的に用いるものとし

て現在保有しているものです。 

 ⑶ 個人情報となるもの 

   特定の個人を識別でき、又は識別できると思われるもの及び個人識別符号

（特定の個人を識別することができる文字、番号、記号その他の符号をい

う。）が含まれるものをいいます。 

   この制度の施行日（平成12年４月1日）前に実施機関が収集した個人情報で

も、実際に保有している行政文書に含まれる個人情報は、すべてこの制度の適

用を受けます。 

 ⑷ 開示、訂正又は利用停止の請求ができる者の範囲 

   行政文書に記録されている個人に関する情報の本人（未成年者や成年被後見

人である場合は、親権者や成年後見人等を含む。）である者に限って、開示、

訂正又は利用停止の請求ができます。 

 ⑸ 個人情報の公開手続の流れ 

   個人情報の公開手続の流れは、次の図のとおりです。 
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・請求権者＝本人（本人の意思等により正当な委任を受け

た受任者を含む。）又は法定代理人（未成年

者又は成年被後見人の場合の親権者等又は

成年後見人） 

 

・請求方法＝書面による（厳正を期すため押印は必要） 

      請求の際に本人等の身分の確認を要する 

      ため、郵送・FAXによる請求は不可 

 

・請求窓口＝各実施機関の担当課又は総務課 

 

 

・対象文書＝本人に係る個人情報 

 

 

 

 

 

          [文書がある場合]                   [文書がない場合] 

 

 

 

 

 

 

 

・判断期限＝原則15日以内 

 

 

 

・判断権者＝各担当課長等 

 

 

 

 

 

諮問 

 

 

答申    ・審査会委員＝識見を有する者 

        （５名以内） 

 

 

 

 

・開示時期 決定から30日以内に請求者の申出に基づき決定する。 

・開示方法 閲覧又は写しの交付等 

 （郵送による開示は認めない。） 

・手数料及び費用 閲覧＝無料 

         写しの交付＝写しの交付に必要な費用 
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議会、市長（水道事業及び公共下水道事業の管理者の職務

を行う市長を含む。）教育委員会、選挙管理委員会、監査

委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、

病院事業管理者 
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　個人情報の請求及び申出の内容
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１　請求等の内容及び処理状況・異議申立申請件数
（令和４年４月１日～

　令和５年３月31日）

　２　請求の決定件数 （令和４年４月１日～令和５年３月31日）
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全部開示 部分開示 不開示 不存在 全 部 一 部 不訂正 全 部 一 部
利 用
不停止

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0

総 務 課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

企 画
調 整 課

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

財 政 課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

市 民
生 活 課

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

健 康 課 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

税 務 課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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３　担当課別決定内容内訳 （令和４年４月１日～令和５年３月31日）
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４ 個人情報開示請求等一覧表
受付 整理

番号 番号

1 4-1 4 ・ 4 ・ 8

2 4-2 4 ・ 4 ・ 8

3 4-3 4 ・ 5 ・ 17

4 4-4 4 ・ 7 ・ 19

5 4-5 4 ・ 7 ・ 19

6 4-6 4 ・ 10 ・ 4

7 4-7 5 ・ 2 ・ 27

8 4-8 5 ・ 3 ・15

（令和４年４月１日～令和５年３月31日）

請求年月日 請　  　求　  　の　  　内 　 　容 決定内容 所 管 課 不開示・部分開示等の理由 備  　考

貴市が、障害児（者）地域療育等支援事業の一環として本人に関
し作成又は聴取・収集した資料・記録等一切
（○○○健診の結果、親子教室において言語聴覚士、作業療法
士が作成した資料（子に関するもの）、父母と保健師、専門職とで
行った会議録等の一切）

部分開示 健康課
枕崎市個人情報保護条例第14条第３号に規定する不開示情報（開示請求者以
外の個人に関する情報）に該当するため。

枕崎市個人情報保護条例第14条第３号に規定する不開示情報（開示請求者以
外の個人に関する情報）に該当するため。

承諾書（委任状） 全部開示 福祉課

○○○○に関する一切の情報　枕崎市が保有するもの全て（前
回開示以降の情報）

部分開示 福祉課
枕崎市個人情報保護条例第14条第３号に規定する不開示情報（開示請求者以
外の個人に関する情報）に該当するため。

法律名ではない名で表記されている一切の情報の更正 不訂正 市立病院
枕崎市個人情報保護条例第29条の規定に基づき、訂正請求に理由がないと認
められるため。

法律名ではない名で表記されている一切の情報の消去 利用不停止 市立病院
枕崎市個人情報保護条例第37条の規定に基づき、利用停止請求に理由がない
と認められるため。

○○○○に関する一切の情報　枕崎市が保有するもの全て（前
回開示以降の情報）

部分開示 福祉課

枕崎市が、障害児（者）地域療育等支援事業の一環として本人に
関し作成または聴取、収集した資料・記録等一切

部分開示 福祉課
枕崎市個人情報保護条例第14条第３号に規定する不開示情報（開示請求者以
外の個人に関する情報）等に該当するため。

2022.8.25頃枕崎市職員の○○○○職員が私に無断で行った秘
密録音と関係する全ての情報の開示（個人情報以外についても）

全部開示 福祉課



５　個人情報保護審議会の審議内容

審議に付する理由【事業名】 個人情報の名称及び内容 個人情報の取扱内容 開催年月 通知年月 通知内容

1

個人情報の
保護に関する
法律等の改
正に伴う令和
５年度以後の
本市の個人
情報保護制
度について

― ― ― 総務課 ― R5.2.13 R5.2.3 了承

（令和４年４月１日～令和５年３月31日）

区　　　分
整理
番号

審議会個人情報
保有課

審議依頼
申請課名

審議会に付する個人情報の内容等


